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調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令の解釈及び運用のための

細部事項第９項及び第１０項の規定に係る計算について（通知）

標記について、調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令の解釈及び運用のた

めの細部事項について（装管原第８３号。２７．１０．１）第９項及び第１０項の規

定に基づき、下記のとおり定め、令和２年４月１日から施行することとしたので通知

する。

なお、この通知は、この通知の施行の日後に締結した契約に適用し、この通知の施

行の日までに締結した契約の変更契約については、なお従前の例による。

また、調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令の解釈及び運用のための細部

事項第９項に規定する初度費に係る計算について（装管原第７５６４号。令和元年１

０月８日）は令和２年３月３１日をもって廃止する。

記

１ 目的

この要領は、調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令の解釈及び運用のた

めの細部事項について（装管原第８３号。２７．１０．１）（以下「細部事項通知

」という。）第９項及び第１０項の規定に基づき、計算の細部事項について定める

ものである。

２ 用語の定義

この通知における用語の定義は、細部事項通知に定めるもののほか、各項で定め

るところによる。

３ 初度費に係る計算

細部事項通知第９項第２号について、物別官室長及び関係課長は、細部事項通知

第９項第１号に規定する以外において、計算の細部事項に関する疑義等が生じた場

合は、別記様式により原価管理官と協議するものとする。

４ 選定された協力企業の分担部位に係る計算の特例

防衛省による機種等選定に基づく装備品等に係る契約の製品費及び初度費のうち

協力企業が取得する専用治工具等の費用については、主契約者に係る一般管理及び

販売費率、利子率及び利益率の付加対象としないものとする。

５ 原価管理官通知の見直し

本通知は、必要に応じて見直すものとする。



別記様式（第３項関係）

官室長等 調達管理官 班長

　官室長等　殿

原価管理官
原価管理
制度総括官

原価管理
班長

価格算定
制度班長

上記契約に関して、以下のとおり回答する。

初度費に係る計算の細部事項に関する協議書

第　　　　　　号

発簡　年　月　日

　原価管理官 殿

官室長等    　　　

初度費に係る計算の細部事項について

　調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令の解釈及び運用のための細部事項第９項及び
第１０項の規定に係る計算について（通知）第３項に基づき、以下の契約について疑義等が生
じたので協議する。

疑 義 等 の 内 容

調 達 要 求 番 号

品 名

疑義等の項目（費目）

関 係 す る 官 室 等
及び関係する契約

疑義等の内容
（具体的に記入のこと）

第　　　　　　号

発簡　年　月　日

原価管理官　　  　


